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事業評価書（事前）

平成１９年８月

評価対象（事業名） 小規模事業場に従事する労働者に対する面接指導専用窓口の開設
主管部局・課室 労働基準局安全衛生部労働衛生課
関係部局・課室 －
関連する政策体系

基本目標 Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること

施策目標 ２ 安全・安心な職場づくりを推進すること

施策目標 ２－１ 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して
働くことができる職場づくりを推進すること

個別目標１ 安全対策の推進を図ること

個別目標２ 労働衛生対策の推進を図ること

個別目標３ 事業場における安全衛生管理対策の強化を図ること

個別目標４ 労働者が安心して働くことができる労働環境を整備するこ
と

個別目標５ 働き方の見直しによる長時間労働を是正すること

１．現状・問題分析とその改善方策(事業実施の必要性)
（１）現状・問題分析

過重労働による脳・心臓疾患は増加を続けており、平成１８年度には過去最高となる
３５５件が労災認定されている。

過重労働による健康障害を防止するため、労働安全衛生法の改正により、平成１８年
４月から労働者数５０人以上の事業場に対し、長時間労働により疲労の蓄積が認められ
る労働者を対象に、医師による面接指導の実施等が義務付けられている。平成２０年４
月からは労働者数５０人未満の小規模事業場に対しても同制度が適用されることとなっ
ているが、小規模事業場については産業医の選任義務が課されておらず、一般的には産
業保健スタッフの体制や財政基盤が十分でないことから、制度の施行に万全を期すため
には、小規模事業場の実施状況の把握や実施するよう指導していくだけではなく、実際
に小規模事業場の労働者が面接指導を受けることができるようにするという視点からの
セイフティネットの整備が必要となる。
（２）改善対策

現在、全国に３４７カ所ある地域産業保健センターにおいては、小規模事業場の事業
者等を対象とした労働者の健康管理についての相談窓口を設けているが、この事業はよ
り有効な健康管理を自主的に行おうとする事業者等を対象とするものであり、その事業
趣旨及び実績に照らして継続することが適当である。

これとは別に、上記のような労働者に対しても医師による面接指導の適確な実施を確
保するため、現状において自らによる実施が困難な小規模事業場からの求めに応じ、当
該事業場の労働者に対する医師による面接指導を無料で実施する支援サービスを、平成
２０年４月から地域産業保健センターにおいて新たに行う。
現状・問題分析に関連する指標

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 脳血管疾患及び虚血性心疾 819 742 816 869 938

患等の労災補償状況 （317） （314） （294） （330） （355）
(調査名・資料出所、備考）

・指標１は、厚生労働省の「脳・心臓疾患に係る労災補償状況」による。
・上段は労災申請件数、下段括弧書きは労災認定件数である。

（整理番号１２）
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２．事業の内容
（１）事業の実施主体

実施主体：国、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）
都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

（２）事業の内容（概要）
新規・一部新規
地域産業保健センターに、医師による労働者に対する面接指導のための専用相談窓口

を開設し、小規模事業場の求めに応じ、面接指導の実施及び過重労働による健康障害防
止のための労働者の健康管理に係る必要な指導を行う。

（３）予算
一般会計・厚生保険特会・労働保険特会
予算額（単位：百万円） Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

－ － － － 108
※「H20」については予算概算要求額

３．事業の目標・達成時期
事業の目標
小規模事業場の労働者が、希望に応じて適確に必要な面接指導等が受けられる環境の
整備

政策効果が発現する時期 実施以降、随時効果の発現が見込まれる。
目標達成時期 ―

４．評価指標
アウトカム指標 本事業と指標の関連についての説明

１ 脳・心臓疾患の労災認定件 医師による労働者に対する面接指導等長時間労働者の
数（単位：件） 健康管理の適確な実施により、過重労働による健康障

害の防止の効果を評価するもの
（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、厚生労働省の「脳・心臓疾患に係る労災補償状況」による。
アウトプット指標 本事業と指標の関連についての説明

１ 地域産業保健センターにお 当該事業の利用者を計上することで得られる指標。
ける面接指導の利用者数
（単位：人）

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、地方労働局からの地域産業保健センター事業実施報告書による。

（整理番号１２）
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（整理番号１２）

５．評価
（１）必要性の評価

その他行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
産業医の選任義務のない小規模事業場においては、産業医の選任義務が無い上に、財

政基盤が脆弱であるため、適確な取組が期待しにくいことから、行政が関与して面接指
導専用窓口を開設する等の支援が必要となる。

その他国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
全国どの地域においても、一定程度のサービスの水準を確保するため、国が当該事業

を取り組む必要がある。
民営化や外部委託の可否 可 否
(理由)

、 。地域産業保健センター事業については 公募により民間事業者に委託し実施している
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 有 無
(有の場合の整理の考え方)
なし。

（２）有効性の評価
政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）
地域産業保健センターに面接指導窓口の設置→小規模事業場の労働者に対する医師に

よる面接指導等健康管理の実施→長時間労働者の健康状況の改善→過重労働による健康
障害の減少
事業の有効性
産業医の選任義務の無い小規模事業場の労働者に対しても、医師による面接指導等健

康管理の適確な実施が図られることが期待され、より多くの労働者の健康が確保される
と評価できる。

（３）効率性の評価
現在、全国３４７か所に設置されている地域産業保健センターに窓口を設けることに

、 、 。より 事業の周知 事業場の把握等について効率的な実施が図られるものと評価できる

（４）その他(上記の他、公平性及び優先性等、評価すべき視点がある場合に記入)
なし。

（５）政策等への反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成２０年度予算概算要求において所要の予算を要求する。

６．特記事項
①国会による決議等の状況（警告決議、附帯決議等）

第１６３回特別国会において、面接指導制度等を盛り込んだ労働安全衛生法等の一部
を改正する法律案が可決成立したが、過重労働・メンタルヘルス対策に関し、地域産業
保健センターの機能と活動の強化等について附帯決議がなされた。
②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし。
③総務省による行政評価・監視及び認定関連活動等の状況

なし。
④会計検査院による指摘

なし。
⑤学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし。


